
佐伯市　令和7年11月1日時点において

道路斜線

5mを超え

10m以下
10mを超える

第二種中高層

住居専用地域
60 200 0.4 1.25 20 1.25 10m 4m 4時間 2.5時間

第一種住居地域 60 200 0.4 1.25 20 1.25 10m 4m 5時間 3時間

第二種住居地域
60 (一部

地域 80)

200 (一部

地域 400)
0.4 1.25 20 1.25 10m 4m 5時間 3時間

近隣商業地域 80 200 0.6 1.5 31 2.5

商業地域 80 400 0.6 1.5 31 2.5

準工業地域

(特別用途地区)
60 200 0.6 1.5 31 2.5

工業地域 60 200 0.6 1.5 31 2.5

工業専用地域 60 200 0.6 1.5 31 2.5

無指定地域 70 400 0.6 1.5 31 2.5

※道路斜線制限適用距離は敷地毎に容積率の限度により定まるため、個別にお問い合わせください。

都市計画区域内は全て区域区分非設定(非線引き)です。市街化区域及び市街化調整区域はありません。

市内全域において壁面線、敷地面積の最低限度、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、地区計画、建築協定の指定はありません。

建築基準法第22条指定区域、準防火地域については都市計画図にてご確認ください。防火地域はありません。
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